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社
会
調
査
の
実
施

▼
問
合
せ　

福
祉
課☎

62

－

０
７
１
６

　

毎
年
６
月
１
日
を
基
準
日
と
し
て
、
民
生

委
員
・
児
童
委
員
が
担
当
区
域
内
の
住
民
の

実
態
や
福
祉
ニ
ー
ズ
を
日
常
的
に
把
握
す
る

た
め
、
各
家
庭
を
訪
問
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ご

家
庭
の
状
況
を
伺
う
社
会
調
査
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

　

調
査
結
果
は
、
町
の
福
祉
施
策
の
大
切
な

基
礎
資
料
と
し
て
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
固
く
守
り
ま

す
の
で
ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
は

　

町
内
の
各
自
治
体
よ
り
推
薦
さ
れ
、
嵐
山

町
民
生
委
員
推
薦
会
及
び
埼
玉
県
社
会
福
祉

審
議
会
を
経
て
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委
嘱
さ

れ
て
い
る
地
域
住
民
を
支
援
す
る
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で
す
。

　

委
員
は
、
地
域
福
祉
向
上
の
た
め
、
住
民

の
皆
さ
ん
の
身
近
な
と
こ
ろ
で
、
住
民
の
立

場
に
立
っ
て
相
談
を
受
け
る
ほ
か
、
地
域
住

民
と
関
係
行
政
機
関
と
の
パ
イ
プ
役
と
し

て
、
福
祉
の
向
上
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員（
41
人
）の

な
か
に
児
童
問
題
を
専
門
に
担
当
す
る「
主

任
児
童
委
員
」（
２
人
）が
い
ま
す
。

　

相
談
内
容
等
、
個
人
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま

す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

戦
没
者
等
の
ご
遺
族
の
皆
さ
ま
へ

▼
問
合
せ　

福
祉
課☎

62
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０
７
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６

　

第
11
回
特
別
弔
慰
金
の
請
求
を
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

支
給
内
容　

　

額
面　

25
万
円
、
５
年
償
還
の
記
名
国
債

請
求
期
限　

　

令
和
５
年
３
月
31
日
ま
で

請
求
書
類　

　

福
祉
課
社
会
福
祉
担
当
ま
で
ご
請
求
く
だ

さ
い
。
請
求
者
に
よ
り
書
類
の
種
類
が
異
な

り
ま
す
。

※
支
給
対
象
者
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
令
和
２
年
４
月
１
日
以
降
に
、
既
に
第
11

回
特
別
弔
慰
金
の
請
求
を
行
っ
て
い
る
方

は
、
改
め
て
手
続
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。

介
護
保
険
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
開
設
事
業
者
の
募
集

▼
問
合
せ　

長
寿
生
き
が
い
課

☎
62

－

０
７
１
８

　

町
で
は
第
８
期
介
護
保
険
事
業
計
画
に
基

づ
き
、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
開

設
事
業
所
を
募
集
し
ま
す
。

対
象
事
業　

　

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
ま
た
は
看
護

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

１
事
業
所

応
募
期
間

７
月
１
日（
金
）～
８
日（
金
）

※
詳
細
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

本
人
通
知
制
度

～
あ
な
た
の
住
民
票
等
が
取
得
さ
れ
た
場
合

　
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
～

▼
問
合
せ　

町
民
課☎
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本
人
通
知
制
度
と
は

　

住
民
票
の
写
し
や
戸
籍
謄
本
等
が
、
代
理

人
や
第
三
者
の
請
求
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
と

き
、
事
前
に
登
録
さ
れ
た
本
人
に
交
付
の
事

実
を
通
知
す
る
制
度
で
す
。

　

委
任
状
の
偽
造
や
身
元
調
査
な
ど
を
目
的

と
し
た
住
民
票
等
の
不
正
取
得
の
早
期
発
見

や
不
正
取
得
の
抑
制
に
つ
な
が
り
ま
す
。

登
録
で
き
る
方

・
町
に
住
民
登
録
が
あ
る
方

・
町
に
本
籍
が
あ
る
方

登
録
に
必
要
な
も
の

・
登
録
申
請
書

・
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
等
） 

※
登
録
手
続
き
は
無
料
で
す
。

※
登
録
申
請
書
は
役
場
町
民
課
に
備
え
て
い

ま
す
。
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す
。

※
代
理
人
及
び
第
三
者
へ
の
証
明
書
の
交
付

を
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
制
度
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

開
示
請
求

　

証
明
書
の
交
付
内
容
を
確
認
す
る
た
め
の

開
示
請
求
が
で
き
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

手
続
き
の
た
め
の
特
別
開
庁
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町
民
課☎
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－
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～
平
日
の
時
間
内
に
来
庁
で
き
な
い
方
へ
～

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
、
受
領
、

電
子
証
明
書
の
更
新
業
務
を
行
い
ま
す
。

　

窓
口
で
申
請
用
の
写
真
撮
影
の
サ
ー
ビ
ス

も
行
い
ま
す
。（
無
料
）

日

時　

６
月
11
日（
土
）　

　
　
　
　

９
時
～
12
時

　
　
　
　

６
月
２
日（
木
）・
23
日（
木
）

　
　
　
　

17
時
15
分
～
19
時

予
約
方
法　

事
前
に
お
電
話
で
の
予
約
を
お

願
い
し
ま
す
。

※
特
別
開
庁
時
は
、
通
常
の
窓
口
業
務（
住

民
票
等
証
明
書
の
発
行
や
住
民
異
動
の
手

続
き
）は
で
き
ま
せ
ん
。

６
月
23
日
か
ら
６
月
29
日
ま
で
は

男
女
共
同
参
画
週
間
で
す

▼
問
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せ　

地
域
支
援
課

☎
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毎
年
６
月
23
日
か
ら
29
日
ま
で
の
１
週
間

は
「
男
女
共
同
参
画
週
間
」
で
す
。
内
閣
府

の
今
年
度
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
は
、

　
「
あ
な
た
ら
し
い
」
を
築
く
、「
あ
た
ら

し
い
」
社
会
へ
に
決
定
し
ま
し
た
。

第
４
次
嵐
山
町
男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ン

　

町
で
は
、
す
べ
て
の
町
民
が
性
別
に
関
わ

ら
ず
、
お
互
い
の
人
権
を
尊
重
し
て
個
性
と

能
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
第
４

次
嵐
山
町
男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ン
（
令
和
４

年
度
～
令
和
８
年
度
）
を
策
定
し
ま
し
た
。

　

今
月
の
広
報
に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
折
込
み

ま
し
た
の
で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
プ

ラ
ン
及
び
策
定
経
過
等
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア
と
協
定
を

締
結
し
ま
し
た

▼
問
合
せ　

地
域
支
援
課
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５
月
11
日
、
町
は
株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア
と

「
災
害
時
に
お
け
る
物
資
の
供
給
に
関
す
る

協
定
」
を
締
結
し
ま
し
た
。

　

こ
の
協
定
に
よ
り
、
大
規
模
災
害
な
ど
が

発
生
し
た
際
に
必
要
と
な
る
飲
料
品
や
食
料

品
、
日
常
生
活
品
な
ど
の
供
給
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

納
税
は
納
期
内
に

▼
問
合
せ　

税
務
課☎
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令
和
4
年
度
町
県
民
税
納
税
通
知
書
を
発

送
し
ま
す
。
第
1
期
の
納
期
限
は
6
月
30
日

（
木
）で
す
。

　

町
県
民
税（
住
民
税
）と
は
そ
の
年
の
1
月

1
日
現
在
に
居
住
し
て
い
た
市
町
村
に
お
い

て
、
前
年
中
の
所
得
金
額
に
応
じ
て
課
税
さ

れ
る
税
金
で
す
。

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
納
付

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
の
決
済
ア
プ
リ
を
利

用
し
て
納
付
で
き
ま
す
。
詳
細
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
で
納
付

　

指
定
の
口
座
か
ら
納
期
ご
と
に
、
自
動
的

に
引
き
落
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
納
税
さ
れ

る
制
度
で
す
。
納
め
忘
れ
る
こ
と
が
な
く
、

納
付
に
出
か
け
る
必
要
も
な
く
、
安
心
・
確

実
・
便
利
な
口
座
振
替
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

口
座
振
替
の
で
き
る
金
融
機
関

・
埼
玉
縣
信
用
金
庫
・
埼
玉
り
そ
な
銀
行　

・
り
そ
な
銀
行

・
埼
玉
中
央
農
業
協
同
組
合

・
武
蔵
野
銀
行
・
全
国
の
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

申
込
方
法

　

納
税
通
知
書
、
預
金
通
帳
、
届
出
印
鑑
を

お
持
ち
に
な
り
、
右
記
の
金
融
機
関
の
窓
口

に
て
「
口
座
振
替
依
頼
書
」
を
ご
記
入
の
う

え
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

５
月
31
日
か
ら
６
月
６
日
は

禁
煙
週
間
で
す

▼
問
合
せ　

健
康
い
き
い
き
課

☎
59

－

６
９
１
１

　

今
年
度
の
テ
ー
マ
は
、「
た
ば
こ
の
健
康

影
響
を
知
ろ
う
！
～
若
者
へ
の
健
康
影
響
に

つ
い
て
～
」で
す
。

　

た
ば
こ
の
煙
は
、
喫
煙
者
本
人
だ
け
で
な

く
、
周
り
の
人
の
健
康
に
も
害
を
及
ぼ
す
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
機
会
に
、
禁
煙
に

つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

ご
自
宅
で
歯
科
診
療
や

口
腔
ケ
ア
を
受
け
ら
れ
ま
す

▼
問
合
せ　

健
康
い
き
い
き
課

☎
59

－

６
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１
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歯
科
衛
生
士
が
歯
科
診
療
や
口
腔
ケ
ア
の

相
談
に
応
じ
、
通
院
困
難
な
方
に
は
ご
自

宅
に
伺
う
歯
科
医
師
を
紹
介
す
る
相
談
窓

口
を
設
置
し
て
い
ま
す
。
お
近
く
の「
在

宅
歯
科
医
療
推
進
拠
点
」（
電
話
０
８
０

－

８
４
４
３

－

８
０
２
０
）ま
で
ご
相
談
く
だ

さ
い
。
制
度
全
般
に
つ
い
て
は
埼
玉
県
歯
科

医
師
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

道
路
に
隣
接
す
る
所
有
地
の

樹
木
・
生
垣
の
適
正
管
理

▼
問
合
せ　

ま
ち
づ
く
り
整
備
課

☎
62

－

０
７
２
１

　

民
地
の
樹
木
が
倒
れ
る
と
、
道
路
が
通
行

止
め
に
な
る
な
ど
の
交
通
障
害
が
発
生
し
、

危
険
な
状
態
に
な
り
ま
す
。

　

枯
れ
木
は
も
ち
ろ
ん
、
一
見
丈
夫
そ
う
な

樹
木
で
も
生
茂
っ
た
枝
葉
の
重
さ
で
風
雨
に

耐
え
ら
れ
ず
、
突
如
、
根
元
か
ら
倒
れ
て
し

ま
う
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

　

宅
地
の
生
垣
な
ど
も
道
路
に
伸
び
て
い
る

と
通
行
の
妨
げ
に
な
り
、
特
に
通
学
路
な
ど

の
場
合
は
危
険
で
す
。
車
道
の
場
合
は
高
さ

４
・
５
ｍ
、
歩
道
の
場
合
は
高
さ
２
・
５
ｍ
の

空
間
に
樹
木
等
が
入
ら
な
い
よ
う
に
し
て
く

だ
さ
い
。

　

道
路
に
隣
接
す
る
所
有
地
に
、
樹
木
や
生

垣
を
お
持
ち
の
方
は
、
適
切
な
維
持
管
理
を

す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。


